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Ⅰ 統一論題報告 

 

経済のグローバル化と会計上のコンフリクト 
 

 

角 ヶ 谷 典 幸 
名古屋大学 

 

 

 

 

本論文の目的は，「グローバル化」の意味や帰結ならびに「コンフリクト」の

存在や解消に焦点をあてて，グローバル化は「個別主義の普遍化」および「普

遍主義の個別化」の相互浸透を含む二重の過程と捉えられることを明らかにす

ることである。 

日本は，1990 年代のいわゆる「会計ビッグバン」以降，グローバルスタンダ

ードをそのままの形で受け入れてきたわけではなく，グローバル・ローカル間

のコンフリクト解消のために，種々の操作化（普遍主義の個別化）を講じてき

た。たとえば，会計ビッグバン期には十分な準備期間を設けたうえで，オプシ

ョン（例外規定や重要性基準など）を付与することによってコンフリクトの緩

和が図られた。また国際財務報告基準（IFRS）については，強制適用ではなく

任意適用を選択することによって，インセンティブのある企業だけが適用でき

るように設計されている。さらに，修正国際基準（JMIS）の開発によって，日

本基準の基本的な考え方―たとえば，当期純利益の有用性や長期的視点の重要

性―を世界に向けて意見発信する努力（多方向的議論）が続けられている。 

経済のグローバル化がさらに進展したとしても，ローカルスタンダード（日

本基準）の役割が減じることはないと思われる。なぜならば，ローカルコンテ

クストを考慮に入れると，IFRS がすべての国にとってベスト・プラックティス

である保証はないからであり，高品質な日本基準が開発されなくなると，基準

間競争の機会が失われるからである。ただし，ローカルコンテクストを世界に

向けて意見発信する目的は，個別主義（固有性や国益の主張）の実現だけでは

ない。その主たる目的は，各国で観察された（個々の）事象を普遍化し，（世界

の）会計基準・会計実務の高品質化に貢献すること，すなわち個別主義の普遍

化である。 

要  旨 
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Ⅰ はじめに 

2018 年 9 月 9 日に中部大学で開催された国

際会計研究学会第 35 回研究大会における統一

論題のテーマは「経済のグローバル化と会計上

のコンフリクト」であり，そのキーワードは「グ

ローバル（化）」と「コンフリクト」であった。

会計学関連の学会において，グローバル化をキ

ーワードとした統一論題報告は比較的頻繁に

みられるが，コンフリクトをキーワードとした

ものは（あまり）なかったのではないかと思わ

れる。 

一つ目のキーワードであるグローバルは「地

球規模の」という意味の形容詞であり，それに

対置されるローカルは「特定の地域の」という

意味の形容詞であるが，それぞれ転じて，「普

遍的な」と「特殊的な」という意味がある（角

ヶ谷［2017］）。グローバル化は，「事実上欧米

社会に発する科学技術・資本主義経済・消費文

化・政治システムを通して，世界が単一化・標

準化しつつある過程」（丸山［2004］，75 頁），

すなわちアメリカナイゼーションを指すこと

が多かった。ただし，このようにグローバル化

を欧米化と捉える場合，着地点が明示されてい

ることから，一方向性を前提とした議論になら

ざるを得ない。それに対して，グローバル化を

国々（組織間）の相互依存性を深める過程と捉

える場合には，複数の均衡解が存在し，多方向

性を前提とした議論が可能となる（角ヶ谷

［2017］）。 

多方向性を前提とした議論を一歩進めて，グ

ローバル化を「『個別性と差異』および『普遍

性と同質』を二つながら同時に含む過程であ

り，『個別主義の普遍化および普遍主義の個別

化の相互浸透を含む二重の過程』」（碓井ほか

［2004］，2 頁）と捉えることも可能である。

この定義は，グローバル化（普遍化）とローカ

ル化（個別化）を内包するものである。よって，

かかる理解に立てば，グローバル化を議論する

にあたり，たんに地球規模で考えるだけでな

く，地域のことも考える必要がある。 

さて一般に，会計・監査基準のグローバル化

は経済のグローバル化を原因とするものであ

り，グローバル化した資本市場における会計の

役割は透明性の高い（有用な）情報をグローバ

ルな投資家に提供することであると考えられ

ている（Arnold［2009］）。しかし，このよう

な連鎖は，会計に影響を与えうる（政治的，経

済的，社会的，文化的，言語的）コンテクスト

が真空状態に置かれた場合にのみ成立するい

わば仮定にすぎない（図 1 参照）。グローバル

化とローカル化が同一方向を目指していない

限り―たとえば，ローカル制度が存在しない場

合やローカル制度の重大な欠陥を是正するた

めにグローバル制度を全面的に受け入れざる

を得ないような場合を除き―，グローバルな圧

力がある状況下では必ずローカルな反転力が

存在するはずであり，よって両者の間に衝突

（コンフリクト）が存在するはずである。従前

の（とりわけ日本における）会計学研究では，

なに（たとえば，政治的，経済的，社会的，文

化的，言語的要因）を原因として，いかなるコ

ンフリクトが生じているのかについて十分な

配慮がなされてきたとは思えない。 

また，会計・監査基準のグローバルスタンダ

ードである国際財務報告基準（IFRS）や国際

監査基準（ISA）はベスト・プラックティスで

あると考えられているが（see Humphrey et al. 

［2009］），これも仮定にすぎない。かりに

IFRS がベスト・プラックティスであるのであ

れば，日本においても，IFRS と日本基準のコ

ンバージェンスや IFRS の任意適用に代えて，

IFRS が強制適用されても不思議はない。 

日本では IFRS が強制適用されることなく，
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少なくとも以下に示す 6 つの会計基準が並存

している。（1）企業会計審議会および企業会計

基準委員会（ASBJ）が開発した会計基準等，

（2）米国の財務会計基準審議会（FASB）が開

発した会計基準（SEC 基準），（3）国際会計基

準委員会（IASC）および国際会計基準審議会

（IASB）が開発した国際会計基準（IAS）およ

び IFRS，（4）修正国際基準（JMIS），（5）「中

小企業の会計に関する指針」，（6）「中小企業の

会計に関する基本要領」。種々の日本基準が開

発され続けていることは，グローバル化が同時

にローカル化も促進させている可能性がある

こと，換言すると，グローバル化は必ずしも単

一化・標準化に帰するものではなく，複数の均

衡解を生じさせる可能性があることを示して

いる。この点，従前の会計学研究では，なぜ日

本には種々の会計基準が存在するのかについ

て，グローバル化（ローカル化）やコンフリク

トとの関係で十分に解明されてきたとは思え

ない。 

以上の経緯を踏まえ，本論文では，グローバ

ル化とローカル化との間でいかなるコンフリ

クトが生じているのか，いかにしてコンフリク

トの解消が図られようとしているのか，コンフ

リクトの緩和に伴うグローバル化の帰結（グロ

ーバルスタンダードを直接採用した場合とは

異なる帰結）はなにか，今後，いかなる会計学

研究の成果を国際的に発信すべきなのかなど

について考察していきたい。 

 
図 1 暗黙の仮定 

経済の

グローバル化

会計・監査の
グローバル化

市場の

グローバル化

会計の役割

投資家に透明性
の高い情報を提
供すること

真空状態

コンフリクトの存在：政治的、経済的、社会的、文化的、言語的コンテクストの影響

 

 

Ⅱ グローバル化とローカル化の

衝突（コンフリクトの存在） 

かつて，Power（2009）は，「会計［IFRS］

は，普遍的で国家概念が存在しない，商業的文

化の所産である」と主張した。しかし，経済の

グローバル化が会計・監査領域に与えてきた影

響を検証するためには，国，国際的な大手監査

法人（Big N），国際的な経済組織（世界銀行

（WHO），国際通貨基金（IMF），国際連合（UN），

関税及び貿易に関する一般協定（GATT），経

済協力開発機構（OECD））などの関係性や力
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学を解明し，いかなるコンフリクトが存在し，

いかに国際的な秩序が形成されてきたかを検

証する必要がある（Arnold［2012］）。具体的

には，誰が規制しているのか，どのように規制

しているのか，規制の本質は何か，コンプライ

アンスの特徴は何かなどが解明されなければ

ならない（Djelic and Sahlin［2009］）。 

IFRS や ISA は，いわゆるハードロー（hard 

law）ではなく，ソフトルール（soft rules）で

あるので，その開発・監視・遵守にあたり，複

雑で階層的な手続き，たとえば自己提示

（self-presentation），自己報告（self-reporting），

自己監視（self-monitoring）を踏まなければな

らない（Djelic and Sahlin, 2009）。このような

「スタンダード（基準開発）・サーベイランス・

コンプライアンス」（Wade［2007］）を同時に

行わざるを得ない緩やかなグローバルガバナ

ンスには，国家間あるいはアクター間の対立，

競争，協調関係が生まれやすい。実際，欧州と

米国は IFRSの開発を巡って主導権争いを繰り

広げ，欧米以外の諸国はアメリカナイゼーショ

ンを余儀なくされてきた。とりわけ，新興経済

国では，国内規制の多くがグローバルスタンダ

ードに取って代えられ，国際的な監査法人によ

って西洋的思想を植え付けられた（Arnold

［2012］）。 

このように（とりわけ新興経済国にとって

の）グローバル化の本質はアメリカナイゼーシ

ョンであったが，1980 年代以降，企業の価値

創造活動は主として商製品の貿易に代えて金

融チャネルを通じて行われるようになったた

めに，グローバル化の本質は経済の金融化

（financialization）にあるという指摘がある

（Arnold［2012］）。公正価値会計が国際的な

経済組織のコンセンサスであった新自由主義

や資産負債アプローチと関連づけて IASBの議

題に頻繁に取り上げられるようになったのも，

経済の金融化の影響があったからだといわれ

ている（Arnold［2009］; Power［2009］）。ま

た，経済の金融化に対応する形で，国際的な監

査法人はアドバイザリー・サービス（たとえば，

買収と合併（M&A），組織再編, 国際税制，民

営化）を拡大させ，同時に Big N 間でカルテル

（interlocking relationship）を結ぶことによ

って，グローバルガバナンスに影響力を発揮す

るようになったといわれている（Humphrey 

and Loft［2009］）。 

  これまでグローバル化を牽引してきたのは

欧米，国際的な監査法人，国際的な経済組織で

あったが，グローバル化が欧米の政治的，経済

的，社会的，文化的，言語的コンテクストのも

とで形成されてきたとすれば，グローバル・コ

ンテクストと日本のローカル・コンテキストと

の間にコンフリクトが生じてきたはずである。

一般に，先進国における会計システムは，英米

などで採用されている「アングロ・アメリカン

モデル」と独仏などで採用されてきた「大陸ヨ

ーロッパモデル」に大別される（Doupnik and 

Perera［2012］，pp. 23–55）。前者は投資家指

向（shareholder-oriented），慣習法，会計と税

の分離，専門的判断（ジャッジメント）の重視

などを特徴とするのに対して，後者は銀行を含

むステークホルダー指向（stakeholder-oriented），

成文法，会計と税の一体化，ガイダンスの重視

などを特徴とする（Nobes and Parker［2008］，

p. 68; Doupnik and Perera［2012］，pp. 33–

34）。 

日本の会計システムは，1997 年の連結財務

諸表制度の改正に端を発したいわゆる「会計ビ

ッグバン」以降，大陸ヨーロッパモデルからア

ングロ・アメリカンモデルへと徐々に変化して

きたとはいえ（Tsunogaya and Chand［2012］），

いまだ大陸ヨーロッパモデルの伝統を色濃く

残している。アングロ・アメリカンモデルは「自
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由市場経済（liberal market economics: LMEs）」

モデルと，大陸ヨーロッパモデルは「調整市場

経済（coordinated market economics: CMEs）」

モデルと呼ばれることもある。LMEs と CMEs

は，会計システムのみならずそれと補完関係に

あるガバナンスシステム，金融システム，雇用

システムなども包含するモデルである。LMEs

では組織外部の市場規律が機能するような社

外取締役・監査役，直接金融（エクイティ・フ

ァイナンス），（能力に応じた）流動的な雇用市

場が重視されるのに対して，CMEs では（グル

ープ）内部の組織規律が機能しやすい内部出身

の取締役・監査役，（系列の要であるメインバ

ンクを中心とした）間接金融，（終身雇用や年

功序列に基づいた）雇用制度が重視されてきた

（Tsunogaya and Chand［2012］）。 

会計ビッグバン以降，大陸ヨーロッパモデル

からアングロ・アメリカンモデルへと徐々に変

化してきているが，日本ではグローバルな圧力

をそのままの形で受け入れてきたわけではな

く，ローカル制度の堅固性もみられる。たとえ

ば，IFRS をいまだ強制適用していないこと（日

本基準，JMIS，中小企業向け会計基準をいま

だ開発し続けていること），日本企業ではシェ

アホルダー指向のみならずステークホルダー

指向も強いこと（see Tsunogaya and Chand

［2012］），会計専門家の判断（原則主義）のみ

ならずガイダンス（細則主義）も重視している

こと（see Tsunogaya et al.［2016］）などはロ

ーカルな反転力の証左といえよう。 

このように日本におけるグローバル（化）と

ローカル（化）のコンフリクトは，会計的・法

的・経済的経路（アングロ・アメリカンモデル

vs. 大陸ヨーロッパモデル。慣習法 vs. 成文

法。LMEs vs. CMEs）の違いを原因としてい

る可能性があるが，それ以外にも大手監査法人

の政治力，産業構造（たとえば，製造業のウェ

イト），社会的規範（たとえば，儒教），文化的

特徴（たとえば，協調主義），翻訳（日本語の

特徴）が影響している可能性がある(1)。「IFRS

はアングロ・アメリカンモデルに基づいている

ので，IASB が開発した会計基準は優れており，

全ての国にとって等しく適用可能である」（see 

Hellmann et al.［2010］）といわれることがあ

るが，かかる言明は仮定にすぎない。IFRS が

ベストプラックティスと考えられるのは，会計

的，経済的，政治的，社会的，文化的，言語的

コンテクストが真空状態に置かれた場合だけ

である（図 1 参照）。 

 

Ⅲ グローバルスタンダードの操

作化（コンフリクトの緩和） 

グローバル化（とりわけ普遍化・単一化・標

準化）に伴うコンフリクトが存在するとすれ

ば，それは日本独自の方法で解決が図られてき

たはずである。日本における会計制度改革を振

り返ると，グローバルスタンダードの適用の仕

方には，グローバルスタンダードとローカルス

タンダードの相対的重要性や国内のキープレ

ーヤーの要望に応じて，種々のバリエーション

が存在するといえそうである（表 1 参照）。と

りわけ，新興経済国のように既存の制度をグロ

ーバルスタンダードに取り替える（同化する）

のではなく［パターン G］，グローバルスタン

ダードを一部修正・削除することによって［パ

ターン G’］，あるいはグローバルスタンダード

と日本の既存の制度との共存［パターン L＋G］

や擦り合わせ［パターン L’］によって，新たな

制度が生み出されてきたと思われる。
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表 1 L 基準と G基準の相対的重要性 

パターン L 

＜L 基準＞ 

L’ 

＜L 基準±α＞ 

G’ 

＜G 基準±α＞ 

G 

＜G 基準＞ 

重 要 度 ←―― L 基準の方が高い G 基準の方が高い ――→   

具 体 例 日本基準 日本基準  

(主要な差異が解消さ

れた日本基準) 

± 

オプション（例外規

定・重要性基準） 

‖ 

e.g.リース会計基準

IFRS 

± 

α（カーブイン・ 

カーブアウト） 

‖ 

e.g. JMIS 

IFRS 

（注）・L 基準：ローカルスタンダード。G 基準：グローバルスタンダード。 

・2007 年 3 月に公表された企業会計基準第 13 号「リース取引に関する会計基準」および企業会計基

準適用指針第 16 号「リース取引に関する会計基準の適用指針」では，所有権移転ファイナンスリ

ース取引および所有権移転外ファイナンスリース取引の会計処理について，種々の例外規定・重要

性基準が設けられている（詳細は，角ヶ谷［2009］，237-238 頁を参照されたい）。 

 

若干遡るが，1997 年の会計制度の大改正（会

計ビッグバン）に際して，個別財務諸表中心か

ら連結財務諸表中心への財務報告制度に移行

したのは，日本の系列間の不公正な取引を是正

するために，関連当事者間取引および連結財務

諸表を公表するように米国から圧力をかけ続

けられていたためであった（see US-Japan 

Working Group on the Structural Impediments 

Initiative［1990］，p. 10）。しかし，より根源

的には，1992 年のいわゆるバブル経済の崩壊

によって，個別財務諸表を中心とした取得原価

主義会計の欠陥が（子会社を用いた不正や含み

損の隠蔽などの形で）露呈し，国内のキープレ

ーヤー（e.g., 経済審議会行動計画委員会［1996］ 

；経済団体連合会［1996］；金融制度調査会

［1997］；証券取引審議会［1997］）が外圧を

梃にして（一部の金融商品に対する時価評価を

含む）フリー・フェア・グローバルを謳い文句

にした金融・会計制度改革を実施しようとした

ためであったと考えられる。 

会計ビッグバンのように外圧と内圧の目標

が同一である場合には，グローバルスタンダー

ドの受け入れ［G の国内化］は比較的容易であ

る（Schoppa［1997］，p. 96）。しかしながら，

金融・会計ビッグバンでは会計基準や監査基準

の新設や改正が矢継ぎ早に行われたために，産

業界から十分な準備期間を設け，例外基準・重

要性基準などを設ける旨の要望が出された

（e.g., 経済団体連合会［1996］）。その結果，

新会計基準や実務指針では，特別目的事業体

（SPE）は連結の範囲に含めないこと，適用初

年度に限り金融商品の区分変更を認めること，

退職給付会計基準の強制適用までの期間延長

（1 年の延期）などが盛り込まれた。さらに，

減損会計基準については，建設業，小売業，不

動産業などからの要望を受け，強制適用までの

期間が当初の予定より 2 年延期された（see 

Vogel［2006］）。企業結合基準については，IASB

が禁止している持分プ―リング法が対等合併

にみられるような日本的慣行との整合性の観

点から容認された（see Kaneko and Terca

［2008］）（表 2 参照）。 
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表 2 会計ビッグバンの主な内容 

公表日 適用日 内容／例外規定・重要性基準 

1997 年 6 月 1997 年 4 月～ 

（段階適用 1998 年 4 月～）

「連結財務諸表原則」の改正。連結の範囲に関する重要

性の原則の設定（注解 6） 

1998 年 6 月 2001 年 4 月～ 

（段階適用 2000 年 4 月～）

「退職給付に係る会計基準」の新設。実施時期に関する

緩和措置の設定（前文五） 

1999 年 1 月 2000 年 4 月～ 

（その他有価証券への適用

2001 年 4 月～） 

「金融商品に関する会計基準」の新設。保有目的区分変

更に関する初年度の緩和措置の設定（「金融商品会計に関

する実務指針」第 197 項） 

2002 年 8 月 2005 年 4 月～ 

（任意適用 2003 年 4 月～）

「固定資産の減損に係る会計基準」の新設。実施時期に

関する緩和措置の設定（前文五） 

2003 年 10 月 2006 年 4 月～ 「企業結合に係る会計基準」の新設。特定の条件下での

持分プーリング法の適用（三・3） 

 

このように会計ビッグバン期には，十分な準

備期間を設けたうえで，オプション（例外規定

や重要性基準）を付与することによってグロー

バルスタンダードが操作化され，それによって

コンフリクトの緩和が図られたと思われる。な

お，会計ビッグバン期に十分な準備期間が設定

されたのは，いわゆるトライアングル体制，す

なわち商法（会社法），証券取引法（金融商品

取引法），法人税法の調整に時間がかかったた

めでもあった（Tsunogaya and Chand［2012］）。 

その後，EU が 2005 年から EU 域内の上場

企業に対して IFRSの適用を義務付けたことを

契機にして，IFRS 適用を巡る状況が世界的に

一変した。日本では，ASBJ が IASB との間で

2005 年にコンバージェンスに向けて，2007 年

にコンバージェンスの促進に向けて合意を締

結した。とりわけ 2007 年の（東京）合意以降，

日本における会計制度改革の関心は，会計基準

とその周辺制度（たとえば，日本的慣行や法制

度）との擦り合わせからグローバル化（IFRS）

への迅速な対応に移行したと思われる。その証

拠に，当初，「コンバージェンス」は，日本基

準を IFRSとの差異を縮小させる形で改正する

こと［パターン L’］ではなく，IFRS の受け入

れ［G の国内化］という意味で用いられていた。

この点，斎藤［2007］は次のように説明してい

る。 

「設立当初，ASBJ は国際基準を国内化

していればよいのであって，日本の意見を

主張するのは設立の目的にも反し，国際化

に背を向けるものだという，驚くほど単純

な誤解も根強くあった。…［IASB は］日

本を含む各国との間では，コンバージェン

スを謳いながら国際基準（IFRS）の共有

を期待する一方，アメリカに対しては，コ

ンバージェンスと言いながら IFRSの受け

入れを要求することになっていた。前者が

自国基準を捨てて IFRSに入れ替える方式

［パターン G］であるのに対して，後者は

自国基準を維持しつつ IFRSとの差異を解

消していく方式［パターン L’］で…ある。

…IASB の建前は，コンバージェンスと言

えば依然として前者である。」（25 頁，27- 

28 頁。括弧内―筆者） 

 

ローカルな視点よりもグローバルな視点を

重視しようとする傾向［パターン L（L’）から

G に向けた変化］は，会計ビッグバン期に付与
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されていたオプション（例外規定・重要性基準）

―たとえば，SPE に関する特別措置や持分プー

リング法―が廃止されたことからもうかがえ

る。たとえば，「企業結合に関する会計基準」

では，持分プーリング法廃止の理由が次のよう

に説明されている。 

「持分プーリング法については，我が国

の会計基準と国際的な会計基準の間の差

異の象徴的な存在として取り上げられる

ことが多く，我が国の会計基準に対する国

際的な評価の面で大きな障害になってい

るともいわれている。また，我が国の会計

基準に対する国際的な評価のいかんは，直

接海外市場で資金調達をする企業のみな

らず，広く我が国の資本市場や日本企業に

影響を及ぼすと考えられる。そこで，［2008

年］改正会計基準ではそれらの影響も比較

衡量して，会計基準のコンバージェンスを

促進する観点から，…持分プーリング法は

廃止されることとなった。」（70 項。括弧

内―筆者） 

 

この時期，日本では，コンバージェンスの促

進のみならず，IFRS 適用に関する具体的な展

望を示すべきとの指摘が各方面からなされて

いた。そのため，企業会計審議会は IFRS 適用

のあり方について審議を重ね，2009 年 6 月に

「我が国における国際会計基準の取扱いに関

する意見書（中間報告）」（以下，「中間報告」

という。）を公表し，2010 年 3 月期の年度の連

結財務諸表から IFRSの任意適用を容認する旨

の提言をした。ただし，IFRS の強制適用は，

米国企業に IFRSが強制適用されるか否かも含

め今後の諸情勢が不透明であり，IFRS 適用に

向けた諸課題がすべての市場関係者において

十分に対応できていないことなどを理由に，見

送られた(2)。 

日本では IFRS の強制適用［パターン G］で

はなく任意適用［パターン L と G の並存］が

選択されたため，インセンティブがある企業の

みが IFRS を適用し，インセンティブのない企

業は引き続き日本基準を選択することが可能

となった。このように日本企業に会計基準選択

のオプションが与えられたことは，グローバル

スタンダード（IFRS）を適用する際に生じる

であろう負の影響が操作化されたことを意味

する。かかる操作化によってコンフリクトは緩

和されたが，同時に種々の会計基準が並存する

という新たな問題も生じることとなった。 

 

Ⅳ グローバル化の帰結 

既述の通り，日本では，とりわけ 2005 年以

降，日本基準と IFRS のコンバージェンス［パ

ターン L’］が促進されてきた。また，2010 年

以降，IFRS を強制適用することなく任意適用

することによって，日本基準［パターン L］を

維持しつつ，グローバルスタンダード［パター

ン G］の受容が図られてきた。さらに，2015

年以降は，日本基準と IFRS のコンバージェン

スと IFRS の任意適用に加えて，JMIS が公表

されるようになった。JMIS では，IASB によ

って公表された会計基準等がすべて指定され

たうえで，IFRS 第 3 号「企業結合」における

のれんの非償却処理および IFRS 第 9 号「金融

商品」・IAS 第 19 号「従業員給付」におけるノ

ンリサイクリング処理がカーブアウトされて

いる［よって，JMIS の公表はパターン G’に該

当する］。 

JMIS の開発には賛否があるが（see Tsunogaya 

and Tokuga［2015］），少なくともその公表に

よって，欧米コンテクストの一方的受容ではな

く多方向的な議論が適えられ，日本基準の基本

的な考え方―たとえば，当期純利益の有用性や
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長期的視点の重要性―が世界に向けて意見発

信されていると思われる。この点，JMIS では

次のように述べられている。 

「我が国における会計基準に係る基本

的な考え方には，企業の総合的な業績指標

としての当期純利益の有用性を保つこと

などが含まれる。この基本的な考え方は，

会計基準は企業経営に規律をもたらすべ

きものであり，その結果，企業の持続的成

長，長期的な企業価値の向上に資する役割

を担うとの考えを背景とする。…［JMIS

の開発は］会計基準が資本市場における重

要なインフラの一部とされる中，財務諸表

の利用者の意思決定有用性を高め，財務諸

表利用者及び作成者に便益をもたらすも

のと考えられる。」（10 項） 

 

 このように IFRSと日本基準を併存させるこ

とによって，あるいは IFRS の一部を修正・削

除することによって，グローバルスタンダード

を受け入れる際に生じるであろう負の影響が

操作化され，コンフリクトは緩和されるかもし

れない。しかしながら，このような操作化によ

って会計制度およびその周辺制度は複雑化し

ていることも事実である。既述の通り，日本に

は少なくとも 6 つの会計基準（日本基準，SEC

基準，IFRS，JMIS，中小指針，中小要領）が

存在し，財務報告の比較可能性に支障を来して

いる可能性がある。加えて，IFRS（JMIS）は

連結財務諸表にのみ適用されるので，IFRS

（JMIS）適用企業の連結財務諸表と個別財務

諸表は作成基準を異にする。IFRS（JMIS）適

用企業の個別財務諸表に IFRS（JMIS）が適用

されないのは，「個別財務諸表は，会社法上の

分配可能額の計算や，法人税法上の課税所得の

計算においても利用されており，我が国固有の

商慣行，利害関係者間の調整や会計実務により

密接な関わり」（「中間報告」，13 頁）があるた

めである。 

 また，そもそも連結財務諸表と個別財務諸表

（連単）の取扱いが異なる会計基準も存在す

る。企業会計基準第 25 号「包括利益の表示に

関する会計基準」では，国際的な会計基準と同

様に，原則として，その他の包括利益に含めら

れた項目の当期純利益への組替調整額の開示

が求められているが，個別財務諸表においては

当該注記を省略することが認められている（30

項）。個別財務諸表にその他の包括利益の内訳

の開示が強制されないのは，「包括利益は組替

調整（リサイクリング）や利益概念と密接に関

係する［が］，…IFRS では当期純利益の内容が

変質してきている可能性がある」（39 項）ため

である。簡潔にその理由を言うと，個別財務諸

表には，伝統的な当期純利益の維持も含めて，

ローカルな周辺制度との整合性が求められる

ためである。 

連単で取扱いが異なる今一つの例は，企業会

計基準第 26 号「退職給付に関する会計基準」

である。当該会計基準では，連結財務諸表作成

上は国際的な会計基準と同様に，未認識項目

（未認識数理計算上の差異および未認識過去

勤務費用）が（税効果を調整のうえ）純資産の

部に計上されるとともに，積立状況を示す額は

そのまま負債（または資産）として計上される

が（24-25 項），個別財務諸表上は従前通り，

退職給付債務から未認識項目の額を加減した

額から年金資産を控除した額が負債として計

上される（39 項）(3)。個別財務諸表にいわゆる

即時認識処理が求められないのは，「未認識項

目を負債として認識すると，事業再編後の経営

実態を必ずしも適切に表していない［可能性が

あり，］…未認識項目の負債計上は会社法上の

分配可能額に影響が及ぶ可能性」（87 項）があ

るためである。要するに，個別財務諸表には，
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ローカル制度，すなわち日本固有の商慣行や会

社法上の分配可能額の計算などとの整合性が

期待されているためである。 

財務報告制度のグローバル化は，会計基準そ

れ自体の複線化・複雑化のみならず，法制度を

はじめとする周辺制度の機能分化も促進させ

つつある。実際，グローバルスタンダードへの

迅速な対応を目的として，上場企業の財務報告

機能と課税所得の計算機能を（より一層）分離

すべきとする意見（日本経済団体連合会［2010］）

や，中小企業に限り確定決算主義を維持すべき

とする企業規模別の会計基準作成論（日本公認

会計士協会［2010］）などが国内のキープレー

ヤーから出されている。 

これらのことは，グローバル化を迅速に推し

進めようとすればするほど，ローカル化（日本

国内の会計制度およびその周辺制度の機能分

化）が促進される可能性があることを示唆して

いる。具体的には，グローバル化によって，連

結財務諸表と個別財務諸表との分離だけでな

く，開示規制（金融商品取引法）と分配規制（会

社法），財務報告と課税所得計算，上場企業と

中小企業の会計基準の分化が促進させてきた

可能性がある。 

 

Ⅴ おわりに 

 冒頭で述べたとおり，グローバル化は「個別

主義の普遍化」および「普遍主義の個別化」の

相互浸透を含む二重の過程と捉えられるため

（碓井ほか［2004］，2 頁），グローバル化を議

論するにあたっては，たんに「地球規模」で考

えるだけでなく，「地域」のことも考える必要

がある。外圧（グローバルな要請）と内圧（国

内のキープレーヤーの要請）が一致しているよ

うな特定の状況を除き（see Schoppa［1997］，

p. 96)，グローバルな圧力がある状況下ではロ

ーカルな反転力が存在し，両者の間に衝突（コ

ンフリクト）が生ずる。 

日本は，1990 年代の会計ビッグバン以降，

アングロ・アメリカンモデルを受容してきた

が，ローカル制度の堅固性ゆえに，グローバル

スタンダードをそのままの形で受け入れてき

たわけではなく，普遍主義の個別化にあたり，

種々の操作化を講じてきた。たとえば，会計ビ

ッグバン期には，十分な準備期間を設けたうえ

で，オプション（例外規定や重要性基準など）

を付与することによってグローバルスタンダ

ードが操作化され，それによってコンフリクト

の緩和が図られた。また，日本では IFRS の強

制適用ではなく任意適用が選択されたため，イ

ンセンティブがある企業のみが IFRS を適用

し，インセンティブのない企業は引き続き日本

基準を選択することが可能となった。 

とりわけ IFRS の適用に当たっては，「連単

分離，中小企業等への対応を前提に，…任意適

用の積上げを図りつつ，わが国の経済や制度な

どにもたらす影響を十分に勘案し，もっともふ

さわしい対応」（企業会計審議会「国際会計基

準（IFRS）への対応のあり方についてのこれ

までの議論（中間的論点整理）」2012 年）が図

られてきた。連単分離方式によれば，連結財務

諸表においてグローバル対応が可能となり，個

別財務諸表において会社法，税法，その他の規

制等，ローカル対応が可能である。また，IFRS

が制定・改訂されれば，日本基準も制定・改訂

され，それが「中小指針」に影響を及ぼす可能

性があるため（品川［2012］，60 頁），グロー

バルスタンダードの影響を遮断し，ローカル制

度（たとえば，取得原価主義や確定決算主義）

を維持させるために「中小要領」が設定された

（河﨑［2015］，15 頁）。 

 さらに，IFRS の任意適用を積上げ，あるべ

き IFRSについての日本の考え方を積極的に発
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信するための方策として，JMIS が公表された

（池田［2014］）。JMIS の開発には賛否がある

が，グローバルスタンダード（IFRS）を受容

しつつ，ローカルスタンダードの基本的な考え

方―たとえば，当期純利益の有用性や長期的視

点の重要性―を世界に向けて意見発信するこ

とを通じて，欧米コンテクストの一方的受容で

はなく多方向的な議論の実現が期待されてい

る。 

 Caramanis et al.［2015］の言を俟つまでも

なく，（日本のように）会計基準とその周辺制

度が整備されている国ほど，グローバル化にあ

たり，ローカルコンテクストの重要度が高ま

る。ローカルコンテクストを考慮することな

く，アングロ・アメリカンモデルを移植すると，

国内の会計・監査実務に支障を来す。それゆえ，

欧米諸国に誘導された改革は，国内の政治的，

経済的，法的，文化的システムを維持するため

に，（影響が）最小化されたり，先送りされた

り，ときには拒否されたりする。 

結局のところ，グローバル化は，（かつての

新興経済諸国にみられた）アメリカナイゼーシ

ョンのような一方向性ではなく，多方向性を前

提としており，国々（組織間）の相互依存性を

深めるような過程であると考えられる。それゆ

え，グローバル・コンテクストとローカルコン

テクストの相対的重要性に応じて，複数の均衡

解が存在しうる。しかも，財務会計，管理会計，

監査，会計教育領域における均衡解（あるいは

グローバル化の意味やウェイト）はかなり異な

る可能性がある。 

会計学の研究上，重要なことは，グローバル

とローカルの間のコンフリクトの存在を所与

にして，換言すると，会計に影響を与えうる政

治的，経済的，社会的，文化的，言語的コンテ

クストを考慮に入れたうえで，経済―会計・管

理・監査・教育―市場の相互関係を考察するこ

とであろう。経済のグローバル化がさらに進展

したとしても，ローカルスタンダード（日本基

準）のグローバルスタンダード（IFRS）に対

する役割が減じることはない。なぜならば，ロ

ーカルコンテクストを考慮に入れると，IFRS

がすべての国にとってベスト・プラックティス

である保証はなく，高品質な日本基準が開発さ

れなくなると，基準間競争（高品質な会計基準

の開発）の機会が失われるからである（斎藤

［2010］，130-131 頁）。今一つ言及すべきこと

は，会計基準（ルール）の統一より会計実務（実

践）の統一の方が困難であるが，重要なことで

ある（Ball［2006］，p. 15）。会計実務の統一

のためには，各国のローカルコンテクスト―た

とえば，関連する法律，エンフォースメント，

文化的・言語的要素，判断特性―を世界に向け

て発信する必要がある。 

ただし，卑見によれば，意見発信の目的は，

日本の個別主義（日本の固有性や国益の主張）

の実現だけではない。国際発信を行うべきは，

日本で観察された（個々の）事象が世界の他の

国々でも（共通に）観察できると予測され，そ

れを普遍化することによって（世界の）会計基

準・会計実務の高品質化に貢献しうるような場

合，すなわち個別主義が普遍化されるような場

合である。日本の固有性を解明する研究は重要

であるが，日本の固有性を主張するだけでは，

ローカル・グローバル間の相互浸透の過程は説

明できない。 
 

注 

（1）企業会計審議会では，2008 年 10 月から 2013
年 6 月にかけて，IFRS の（強制）適用を巡っ

て審議が行われた。会計研究者，製造業からの

代表者，金融庁は IFRS の（強制）適用に反対

であったが，大手監査法人からの代表者は IFRS
の（強制）適用に賛成であった（Tsunogaya
［2016］）。かかる事実は，国際的な監査法人

（Big N）が（IFRS を含む）グローバルスタン
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ダードの普及に積極的であったことと符合する。

しかし，企業会計審議会における日本の大手監

査法人の意見は少数説であり，かかる事実は国

内外における大手監査法人の政治力が相違して

いることを意味する。その他，製造業の影響，

儒教の影響，文化的差異，翻訳の影響について

は，Tsunogaya et al.［2015］を参照されたい。 
（2）「中間報告」では，「IFRS の強制適用の判断の

時期については，とりあえず 2012 年を目途と

する」（15 頁）と述べられていたが，2011 年 6
月に，自見庄三郎前金融担当大臣は IFRS を強

制適用するのであれば，その時期を延期すべき

である旨の発言をしたために，IFRS の強制適

用は無期限の延期となった。 
（3）ただし，年金資産の額が退職給付債務から未認

識項目の額を加減した額を超える場合には資産

として計上される。 
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